
社会保険以外の社会連帯による次世代育成支援の例  

－ フランスの全国家族手当金庫による家族政策の展開 －  

○ フランスにおいては、次世代育成支援に関する施策を「全国家族手当金庫」を中心に運営。  

○ その特色としては、  

① 国・事業主・個人といった各主体の拠出により社会全体で費用を支えている  

②運営が、行政の一方的意思ではなく、運営機関（「全国家族手当金庫」及び各県の「家族手当金庫」）との  
合意に基礎を置く「契約」により定められている  

③ 運営機関（「全国家族手当金庫」及び各県の「家族手当金庫」）には、事業主・被保険者（個人）等の関係者   
代表を構成員とする「理事会」が置かれ、意思決定・執行を行っている  

点が挙げられる。  
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3．事業内容  

（1）法定給付  

○ 各県の「家族手当金庫」が法定給付を各家族に対し支給。（主なものは、乳幼児迎え入れ手当（休業中の所得保  

障・保育費用補助））   

（2）社会的事業  

○ 各県の「家族手当金庫」が自治体を通じ、各種保育施設の施設整備費、運営費に対する補助等を実施。  

了2   



フランスの全国家族手当金庫による家族政策の流れ  

3   



「『子どもと家族を応援する日本』重点戦略」における  

次世代育成支援関連給付－サービスの体系的整理  

平成19年12月にとりまとめられた「『子どもと家族を応援する日本』重点戦略」においては、現行の次世代育成支援  

に関連する給付■サービスについて、それぞれの給付・サービスが担っている機能に着目し、以下のように整理。  

支援の内容（典型的なもの）  

片働き家庭  共働き家庭  
親
の
就
労
と
子
ど
も
の
 
す
べ
て
の
子
育
て
家
庭
に
対
す
る
 
 

育
成
を
支
え
る
支
援
 
 

（雇用政策）育児休業（給付）、短時  

間勤務制度等  

（福祉政策）保育 放課後児童クラブ  

支
援
 
 

（
対
個
人
給
付
）
 
（
対
集
団
支
援
）
 
 

（現物給付）一時預かり（現金給付）出産・育児一時金 児童手当  

健診・全戸訪問  子育て支援拠点  放課後子ども教室  

（第5回基本戟略分科会（平成19年10月）資料より抜粋）  
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現状の主な次世代育成支援施策に関する費用負担と考え方  
制度区分・  

給付サービス名   
貴用負担   現行の費用負担の考え方   

育児休業給付  ・雇用保険の保険事故（失業や失業に準ずる雇用継続が困難な  

状態）は、労働者及び事業主の双方の共同連帯により対処すべき  

事項であることから、労使折半により負担。  
・また、保険事故である失業が政府の経済・雇用政策とも無縁では  

をく、その責任の一端を担うべきであることから、一部を国庫負担。  
（育児休業給付については、それに準じた取扱い）   

保育所   ・児童福祉施設最低基準（※憲法第25条の「健康で文化的な最低限度の  

（p頴］  生活」を保障するものとして制定）を維持するための費用の裏付けをすること  

により、児童に対する公の責任を果たそうとするもの。  

・なお、公立保育所については、地方自治体が自らその責任に基づいて設  ⑪厩1′4、市1′。】  置していることにかんがみ、平成16年度から一般財源化。   

児童手当   ・我が国の将来を担う児童の健全育成の観点から、国が一定の負担。  
・地域住民の福祉増進にも密接につながるため、地五もー定の負担。  
・児童の健全育成・資質向上を通じて、将来の労働力確保につなが  】被用者（3歳未満）ll被用者（3歳以上）l     装拶。、【盛′3】  ることから、被用者に対する支給分について、裏芸主も一定の負担。  

※ 上記の考え方を基本とした上で、平成12年・16年・18年の改正により支給対象とされた  

分（3歳以上）については、所得税の人的控除の見直し等により財源が賄われた経緯から、  

t公務員l非被用者（自営等）l 悪法悪 ㊤  事業主の負担を求めていない。   

【所属庁10／10】 【園・県・市各1／3】  

児童育成事業  一 地域住民の福祉に密接につながることにより、地主もー定の負担。  
・現在及び将来の労働力 

（放課後児童クラブt病児病後児  ⑭【事業主1′3、県1′3、市1′3】  確保の観点から、重美主もー定の負担。   
保育・一時預かり・地域子育て  
支援拠点等）  

次世代育成支援対策交   ⑩【国1′2、市1′2】   策推進法に基づく措置の推進の一環として、   

付金（延長保卦全戸訪問  国の負担による補助を行うもの。   
事業ワァミリーサポートセン  

タ一事業等）  

75   ※便宜上、都道府県は「県」と、市町村は「市」と表記  



次世代育成支援に関する主な給付・サービスの  

給付費の負担割合と利用者負担  

（単位：億円）  

※lD［鳩車他〔1D［l憧未満のものは1［一睡単位）で四捨五入Lている  

給付・サービス   

種別   

育児休業給付  
（X平鹿20年唐芋箕ペース）   

保育所（公立）（※1）  

（平成2口年度予算ベース）  

保育所（私立〕 （※平鹿20年度予 

算ペース）   

田 凧  

延長保育（私立）   
（※平鹿20年虔予算ベース）   

悍  
e  

病児・病後児保育  
（※平成20年度予算ベース）  

1」 柵  

家庭的保育事業  

＝   

放課後児童クラブ  
（※平鹿20年度予算ベース）  

正金考〉Ⅰ合計（米上記のlまか 

出産手当金等を含む〉   
（平成19年虔予算ベース）   

佃  

一時預かり  

備  

児童手当   

Y  〈参考〉Ⅲ合計（米上記のほか 

児童扶姦手当等を含む）   

（平成19年虔予算ベース）   

全戸訪問   

・育児支援家庭訪問   

聾  
弟  

地域子育て支援拠点  

榊  

血 嘩  
ファミリーサポートセンタ 

ト 恥  
叶  

妊婦健診（公費助成）  

て  

｛  ）   

∈春考〉Ⅲ合計（米上記のlまか 

社会的養護等を含む〉   
〔平鹿19年度予算ベース）   

給付・サービス  
給 付 費  

地方  
利用者  

種別   
国  

負担   総額        事業主  個人  ・≒ ■圭‾ （合計）  

育児休業給付  
100  

（X平鹿20年唐芋箕ペース）  
600  600  1300  1300  

保育所（公立）（※1）  
3600  

（平成2口年度予算ベース）  
3600  3300  6900  

保育所（私立〕   3300  1600  1600  
（※平鹿20年度予算ペース）  

6600  ヰ300  10900  

：．■ 二二一i．  遷次世代F慮丈農  姥次世代育成  汚次世代育成  
延長保育（私立）  灯震央什★（●1  昭文什食（暮よ  支援対策交付  支捜対策交付  
（※平鹿20年虔予算ベース）  ■75打t円〉珊髭   ■7川t円〉椚戴   

の1／2  

金〔事糞彙75ロ   （Ⅹ2）  金〔事業暮750  
の1／Z  

磯円）の内数  億円）の内数  

病児・病後児保育  30  
（※平成20年度予算ベース）  80  （Ⅹ2）  

家庭的保育事業  
20  （箕2）  

放課後児童クラブ  
200  200  200  

（※平鹿20年度予算ベース）  500  （茨2）  

、  

出産手当金等を含む〉  25％   5珊  11％   10鮪   100％  

（平成19年虔予算ベース）  
〔330〔堰円）   〔710［噛円）  〔川0［億円）  〔】30〔噛円）  【1光ヨ1ロ0愴和  

一時預かり  30   30  
80  （X2）  

児童手当  2700  2gOO  2gOO  1800  10300  10300   

、  

児童扶姦手当等を含む）   25妬   53，も  1珊   8姑   100貼  

（平成19年虔予算ベース）   
亡帥OD憧円）   （1兆コ60鳩円）   〔360〔噛円）  （210〔噛円）  （2光5700億円〉  

こ．二三・．．  薫次世代瞥慮気農  涙次世代育成  姥次世代育成  
全戸訪問  対環景什金（●1  升薫宍付合【■■  支援対策交付  支援対策交付  

■75ロ■円〉研並   金〔事業費75D  
・育児支援家庭訪問  ■J5b蠍円〉研並  の1／Z  の1／Z  

金〔事業た750  

億円）の内数  億円）の内数  

地域子育て支援拠点  100   100   100  
300  （Ⅹ2）   

300   

姦訳せ代加東農  逼れ世代富慮え撮  ※次世代育成  姥次世代育成  
州文什せ（■1  支援対策交付  

ー   舛景交什虚（暮1 ■75一條円I相生  

支援対策交付  
＿‘●「■・・  

の1／Z  の1／2  
金〔事業た750   （X3）    金（事業た了50  
億円）の内数  億円〕の内数  

300  
妊婦健診（公費助成）  

（※4）  （X4）  

、  

社会的養護等を含む〉  59光  

〔平鹿19年度予算ベース）   L160【噛円）   （2700憤円）  田  田  100貼             （20〔噛円）   〔q50［噛円）  

※1）公立保育所運営費（延長保育含む）は一般財源化されているため、私立保育所運営費の盟価による推計軌  
※2〉次世代育成支援に関する給付・サービスについては、保育所については喜において利用者負担額の基準を   

定めているが、その他のサービスについては、特段定められていない。  
沃3）プア≡リーサポートセンターについては、サービスの提供希望者と利用希望者の間の連絡調整に係る萱用が   

次世代育成支援対策交付金の対象とされており、サービス利用自体に係る費用は基本的に利用者負担。  
※4）妊婦健診の公費助成は一般財源化されているため、市町村の公妻助成の全国平均回数（2－8回／H198）   

による推計額。なお、公費助成分以外は妊婦本人が健診室用を負担。   



各制度の費用負担の現状①  
一事業主負担の考え方－  

鱒些   率業二t負担の割合の経緯   事業宅・負担の考え方   

披用昔は健康保険に加入することにより、疾病又は負傷  
の不安が解消され、安心して働くことが叶態となり、その  
効果は甘滑な髄韮偲一鋸こ寄与する癒 を有し、患た、被瀾者  

政府管箪  
制度発足時（昭和2年）労使折半  の施凍保持や速やかな傷病からの回復が骨帥能率の増進筍  

（負担都合 け2）   をもたらすこととなり車韮主 にヰ、利益が有るなどの考え方  
隠廉保険  

以経、変更なL   によるもの。その負担割剖こついては、猫糞：i三及び労働者  
が均等の負担を行うことにより、保険運営を門閥公やにわ  
うことを箇幽Lた外国の立法例の考え方を参考にしたこと  

等に上るや   

制度発足時（昭和2年）労億折半   原則労使折半としている細分については政婚管掌健康保  

組合管寧  
〔負担割合1，′／2）   険（政管）と同じゥ なお、鍵操縦母の日圭的な運営や謡韮  

以後変貨なし。ただし、脱約で定め   iミによる福利摩生の向上の観点から、規約に定める掛斜こ  
腱求保険  るところにより、事集主の飼組側含   は額装主の負担割合を増加することができることとしてい  

を増水ほせることが可能筍   るら   

披用昔は樺色年金に加入することにより、老齢、陣宵琴  
制度発足時（昭和IT隼）労使折半  の不安を解消し、安心して働くことが可能となり、その効  
〔負担掛合 L瑚   農は円滑な張糞活凱こ患与する面を宿することから、謳斐  

悍・組隼億  
以後、変寧なL   室も転用者とともに保険料を共同L．て名題することとされ、  

その儀担割合については、それぞれ2分のlずつとされた  
ものである¢   
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樽用陰険の主たる事業である失楽琴給付に資する凄糾Ⅲこ  

・先発等給付に係る保険料率  っいては、保険事故である失業が盟患者及び弥韮主の双方  
失業保険制妊発足時（昭和2：ヱ  の典閑述推によって耕地すべき事項であるため、謳業主と  

年）労使折半（負担割合り2）  披保険者とが折半して負担をしている。  

以後、変更なし  また、附帯謳華として行わ九ている腐川保険三調薬に斐  
層用保険  

・雇用保険二三撃拳に係る保険料率  
する費用については、雇用上の緒問埴は、我が同の雇用貸  
金慣行や企賽行動に起因するところが多く、かつ個別企業  

囁相伴険制度発届時（昭和5n  の努力によ一＿Jては解快が摘維なものであることから、調薬  
隼）全額事業室負担   j三の典同遵守掛こよって対処することにより張盟主の社会的  

以後、変更なL   紺任の欄端を梁たすとの考えガから、肇華†三のみの負担と  
している。   

制度発足時（l昭和川7年）  

・被用者に対する給付げ）7／10  

・非被用者に対する給付ほ全額公許負担  

昭和57年改正時  児虫手当制度は将来における労働力 の維持、鑓鮎  

児歌手当  ・液相苗について特例給付を創股  つなが、萌菜土のな軌こ密接に紡びつくむのである  

乳担割合は1鋸川  ため、率某引こも応分の負杓を求めている＝ 

胸藻12隼・吼成16年改正時  

・3歳以上の児鹿に対する給付等につき  

公費負担に上り支給脆開を拡大  

第2骨被保険者（40戌以上65歳末演  制度別達鋸こより介護サービスの充袈が図られ、傷病  
の防止偲が ‾よ  申渡轢保険加入者うの介獲保険料は、労 使折半が原則 

。ただし、腱康保険組合の  

めるとおり、健凍保線組合ごとに決める  
介撥保険  協合の保険料は、健康保険法革75垂で定   任を有していることなどの考え方によるもの。  

ニとが可能。  
その負担割合については、窮2号挺保険者の介護保険  
料は医療保険に上乗せで撤収されており、路線毎険各  
法の規定に基づき算定きれることによる豆   

【第11回「社会保障の在り方に関する懇談会」（平成17年7月26日）資料より抜粋】  
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各制度の糞用負担の現状②  
一市町村に対する財政支援の状況－  

○ 市町村が主たる実施主体である各制度において、市町村の一般財源以外の財源（特定財源）による  
財政支援が行われている。  

制 度   市町村の一般財源以外の財源（特定財源）が占める割合  

保育所  私立‥・75％【市町村負担25％】 公立‥・0％【市町村負担100％】  

児童育成事業  66％【市町村負担33％、事業主負担33％、都道府県負担33％】  

次世代育成支援対策交付金事業  50％【市町村負担50％、国庫負担50％】   

100％【市町村負担0％、保険料50％、国庫負担43％、都道府県負担7％】  

国民健康保険  （※医療給付費から前期高齢者交付金を除いた額に占める割合の概観。詳細にみると、保険財政安定のため、国・都道府  
県・市町村はさらに公責負担を行っている。）   

87．5％【市町村負担12．5％、保険料50％、国庫負担25％、都道府県負担12．5％】  

介護保険  
（×居宅給付費の場合。施設等給付費の場合は、国庫負担が20％、都道府県負担が17．5％）   

75％【市町村負担25％、国庫負担50％、都道府県負担25％】   

障害者自立支援法  
（障害福祉サービス費等）  
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次世代育成支援に関する利用者負担の現状  

（保育所の場合）  

○ 次世代育成支援に関する各サービスの利用者負担は、国の基準等を参考として、各市町村又は実施機関  

において定めるものとなっており、制度上、全国統一的に定まっているわけでない。  

【保育所】（1人当たり月額）  

年齢区分   費用総額   保護者負担額   公責負担額   利用者負担：公費負担   

0歳児   17．3万円   3．5万円   13．8万円   2：8   

1・2歳児   10．3万円   3．5万円   6．8万円   3：7   

3歳児   5万円   2．8万円   2．2万円   6：4   

4歳以上児   4．3万円   2．6万円   1．7万円   6：4   

【保育所】（総額）  

費用総額   保護者負担額   公糞負担額   利用者負担：公費負担   

1兆7800億円   7600億円   1兆200億円   4：6   

※平成20年度保育所運営費負担金予算（案）額を基に算出  
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